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令和６年４月から、労働条件明示のルールが見直されますが、それに対応した厚生労働省の

「モデル労働条件通知書（令和６年４月１日適用）」が公表されました。 

令和６年４月施行の労働条件明示のルールの見直しに対応した 
「モデル労働条件通知書」 

★「労働条件通知書」は、

社員を雇い入れる際や有期

労働契約の更新の際に、法

令に基づいて書面等により

明示しなければならない事

項をまとめたものです。 

どのような企業において

も必要となる書類といえま

すので、厚労省のモデルを

参考にするなどして、令和

６年４月以降に使えるもの

を用意しておきましょう。

不明な点などがあれば、気

軽にお尋ねください。 

「年収の壁・支援強化パッケージ」❷／「106万円の壁への対応」の概要 

･･････「モデル労働条件通知書（令和６年４月１日適用）」の改正箇所など･･････ 

政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「106 万円の壁への対応」が含まれて

います。その概要を確認しておきましょう。 

 

＜就業の場所の記載例＞ 

・就業場所に限定がない場合 

（雇入れ直後）世田谷営業所  （変更の範囲）会社の定める営業所 

・就業場所の一部に限定がある場合 

（雇入れ直後）東京本社    （変更の範囲）東京本社、大阪支社及び名古屋支社 

 

（次ページへ続く） 

＜改正箇所＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 令和５年版の過労死等防止対策白書／今回の白書の主な内容など ―――― 

＜今回の白書の主な内容＞ 

□「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく調査分析として、睡眠の不足

感が大きいと疲労の持ちこし頻度が高くなり、うつ傾向・不安を悪化させ、主観的幸福

感も低くなる傾向があること、芸術・芸能分野における働き方の実態、メディア業界や

教職員の労災事案の分析結果等について報告。 

図：理想の睡眠時間と実際の睡眠時間の乖離時間別うつ傾向・不安（就業者調査） 

 
□企業や自治体における長時間労働を削減する働き方改革事例やメンタルヘルス対策、

産業医の視点による過重労働防止の課題など、過労死等防止対策のための取組事例をコ

ラムとして紹介。 

☆ 職場における過重負荷（ストレス）が原因で精神障害が生じると、自殺に繋がってしまうこともあります。

とにかく防止対策を講ずることが大切ですが、その際、白書が投げかける問題点は無視できません。傾向を把

握したうえで対策を講ずることが重要といえます。企業におけるメンタルヘルス対策についても、気軽にご相

談ください。 

 

 

 

 

12/11 ● 11 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

2024/1/4 ● 11 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 10 月決算法人の確定申告と納税・2024 年 4 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 翌年 1 月・4 月・7 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

「令和５年版 過労死等防止対策白書」が公表されました 

 

 

厚生労働省から、令和５年 10 月中旬に「令和５年版過労死等防止対策白書」が公表されました。 

業務上の過労死や自殺については、すぐに新聞やニュース番組のネタになってしまいますが、この白

書についても、その内容が大きく取り上げられていました。 

･･････「106万円の壁への対応」の概要（首相官邸 HPの資料）･･････ 

 

お仕事 
カレンダー 

12月 
 

★左記は、特定適用事業所（厚生年金保険

の被保険者数が常時 101 人以上である事業

所）において、パート・アルバイトで働い

ている従業員がいるが、その従業員が、

106 万円の壁を超えないように就業調整を

し、その結果、人手不足に陥っている。そ

んなケースを回避するための対応策です。 

企業が、従業員の「手取り収入を減らさ

ないための取組」を行う点がポイントで、

これを行った場合には、その企業に対し

て、取組に応じて、「キャリアアップ助成

金（社会保険適用時処遇改善コース）」の

支給が行われるというものです。 

 

 

これまで 令和５年 10 月から 


